
雇用保険適用事業所等事務研修会

沖縄労働局 ハローワーク沖縄 令和８年２月２０日

令和7年度

雇用保険の各種手続きについて
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事業主・労働保険事務組合・社会保険労務士の皆様へ
（ハローワーク沖縄からのお願い）

はじめに（お願い）

毎年4月、５月は繁忙期となり、資格喪失届・離職票の処理を優先して行う

ため、次の①～④の取扱いに御協力をお願いします。

２



8 時半 9 時 10 時 11 時 12 時 13 時 14 時 15 時 16 時 17 時

おすすめする時間帯！
混雑します

職員が交代勤務のため
待ち時間が
長くなる場合があります

比較的すいています
電子申請
への対応とな
ります

①繁忙期の窓口受付時間（沖縄所）
当日受取りを希望する場合の受付時間は８時３０分～１5時００分です。

15時00分以降に来所した場合はいったん書類をお預かりし、後日出来上り次第ご連絡を差
し上げます。
なお、概ね１2時0０分～１４時00分は、職員が交代勤務で業務を行っているため、通常よ

り待ち時間が長くなる場合がございます。
お時間に余裕をもって来所いただくようお勧めしています。
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②資格取得届について【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ19～】

今年４月採用者の取得届については、４月２０日以降に届け出していただく

よう御協力お願いします（但し、５月１０日までに）。

※事業所を新たに設置した場合の新規設置届と同時に届出する取得届は除く

③資格喪失届・離職票について
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ25～】

被保険者でなくなった日の翌日から１０日以内に提出してください。資格喪

失届や離職票の提出が遅れると、再就職先の事業所で雇用保険の資格取得がで

きなかったり、失業給付の手続きが遅れたりしますので、早めの提出をお願い

します。

※届出の際は、離職者の退職日（資格喪失日）を必ず確認してください。
４



④ハローワーク沖縄雇用保険適用課への電話による
お問い合わせ対応時間について

例年３月から５月において、電話によるお問い合わせが多くなる時期となっております。
事業主の皆様等からの届出の事務処理を迅速に行うため、電話でのお問い合わせ対応時間
を設定しております。

お電話での相談や質問は８：３０～１4：３０までとさせていただきます。１４：３０以降
のお電話については、翌日以降の下記の時間帯に改めてお電話をいただきますようよろし
くお願いいたします。

※尚、ハローワーク沖縄では、窓口の混雑緩和を図る目的で電子申請を推奨しています。

ぜひご活用ください。
５

お問い合わせ時間：８：３０から１４：３０（平日）

設定期間：令和８年３月２日（月）から令和８年５月２９日（金）



■資格取得届
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ20，21】

・１欄には個人番号（マイナンバー）の記載は必須です。

・２欄には被保険者番号を御記入ください。被保険者番
号が不明な場合は備考欄Ａに職歴（複数）、旧姓を記入してく
ださい。

・外国人の雇い入れ時には、Ｂの記載漏れがないように
お願いします。

・賃金欄Ｃについて、賃金形態が時給や日給でも月額
に換算した額の記入をお願いします。

Ａ

Ｂ

Ｃ

←必ず記載して
ください

６



マイナンバーの届出について

７

令和7年1月より取扱改正
個人番号と被保険者番号を紐付けるため、以下の
取扱になります。

・最後に被保険者でなくなった日から7年経過し
た場合の新規番号での取得の廃止

・氏名、生年月日等は住民票の記載内容で届出を
すること。（特に外国人雇用の場合は要注意）

※注意事項
同一のマイナンバーを複数の雇用保険被保険者番
号に紐付けることは出来ませんので、既に付与さ
れている被保険者番号がある場合は必ず記載して
いただくようお願いします。
住民票の氏名、生年月日等と届出の内容が異な

る場合についてもマイナンバーとの紐付けが出来
ませんので、ご注意ください。



R2.4～R2.9 〇〇商店
R3.1～R3.6 スーパー△△
R4.1～R4.12 □□株式会社

Ａ備考欄記載例

旧姓：●●さくら

R2.4～R2.12 〇〇スタッフ
R3.6～R4.12 □□派遣サービス

前職が派遣でお仕事をしてい
た場合は、派遣元の事業所名

を記入してください！

８



※23欄在留資格について

在留カード、パスポート又は資格外活動許可証により確認してください。
なお、在留資格が「特定技能」の場合は「分類」を、

「特定活動」の場合は「活動類型」を、
パスポートに添付されている指定書で確認し、
以下のいずれかを記載してください。

B記載例
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Ｃ記載例

※時給1,500円（月額180,000円）の場合

４

×誤った記載例

〇正しい記載例

４

１

１ ８ ０



雇用保険被保険者資格取得届について

下記の者が雇用保険に加入するには、一定の条件を満たす
必要がありますのでご注意ください。

ア．学生・生徒

イ．法人の役員

ウ．在日外国人

エ．事業主と同居の親族

オ．船員

カ．公務員

キ．生命保険会社等の外務員・外交員・営業部員等

ク．在宅勤務者

イ、エ、クについては「雇用実態証明書」を提出してもらい、
被保険者取得の可否について判断します。 11



電子申請で手続きを行った場合･･･

取得届の提出時に前職で喪失がされていない場合は、

管轄のハローワークへお問合せください

※処理状況については、コメントを入力しお知らせしていますので、
処理状況のコメント確認をよろしくお願いします。
（メールによる喪失の連絡は不要です）

※被保険者本人から前職へ喪失届の提出を依頼していただくと、資格
取得処理がスムーズに進みますのでご協力をお願いします。
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雇用保険被保険者加入期間重複の取扱について

前職の喪失日と現職の取得日が重複する場合は
被保険者期間を重複することなく、通算するため、

前職の喪失日の翌日を取得日として処理を行います。

※窓口の場合、雇用保険資格取得確認通知書に「雇入年月日（期間重複のため）」を押印。

電子申請の場合 公文書返戻の際コメント欄に記載。

令和6年11月26日付け 電子センターから社会保険労使士会への
「雇用保険業務適正化及び迅速化のための取り扱いについて（お知らせ）」より 12



■資格喪失届・離職票
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ26～】

資格喪失届について

・退職日Ａを必ず確認してください

・マイナンバーＢの記載をお願いします

・外国人の資格喪失時には、資格喪失届裏面

「14欄から19欄」Ｃの記載も忘れないよう

お願いします

Ａ

裏面

被保険者でなくなったことの原因を
「退職」の記載のみで申請される事
案がみられます。「自己都合」「契
約満了」「定年退職」「解雇」等、
具体的な記載をお願いします。 13

Ｃ

Ｂ



未計算

離職票について
離職票提出時は、出勤簿・賃金台帳のほか、離職理由が確認できる書類（解雇通知書、
雇用契約書、就業規則、退職届等）の添付もお願いします。離職者から離職理由が違う
との申し出も多く、離職理由確認のためよろしくお願いします。
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ28～44】

離職理由を「退職」の記載のみで
申請される事案がみられます。
具体的事情記載欄（事業主用）に
「自己都合」「契約満了」「定年
退職」「解雇」等、具体的な記載
をお願いします。

離職月の賃金については、できる限り記入して
ください。賃金額が未確定の場合⑬欄に「未計
算」と記入し提出可能ですが、⑨⑪欄の基礎日
数の記載は必須です。
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基礎日数の記入について

基礎日数欄（⑨欄、⑪欄）において、一方の欄は労働日数、もう一方の欄は歴日数と異なる基準で
記載されている場合があります。統一した記載をお願いします。

×誤った記載例 ⇒

⑨欄は暦日数なのに
⑪欄は労働日数になって
いる

○正しい記載例 ⇒

④
 離　 職

年 月 日

令和
 年月日

 ⑬

備 考

10月26日 A

9月26日 ～ 21 日 ～ 21 日 18,000

8月26日 ～ 月 21 日 ～ 21 日 18,000

7月26日 ～ 月 22 日 ～ 22 日 18,000

6月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

5月26日 ～ 月 31 日 ～ 31 日 228,000

4月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

3月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

2月26日 ～ 月 28 日 ～ 日

1月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

12月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

11月26日 ～ 月 30 日 ～ 日

10月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

11月25日

1月25日

12月25日

3月25日

2月25日

5月25日 4月26日 5月25日 228,000

4月25日

6月25日 5月26日 6月25日 228,000

7月25日 6月26日 7月25日 228,000

7月26日 8月25日 207,500 225,500

計

日給制に切替

9月25日 8月26日 9月25日 197,000 215,000

離　職　日 離職月 9月26日 離　職　日 197,000 215,000

8月25日

△ 10 25

離　職　の　日　以　前　の　賃　金　支　払　状　況　等 

　⑧　被保険者期間算定対象期間  ⑨
 ⑧の期間
 における
 賃金支払
 基礎日数

 ⑩  ⑪
  ⑩ の
  基 礎
  日 数

 ⑫

A　一 般 被 保 険 者 等 B　短期

雇用特例
被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃　　　金　　　額

離職日の翌日 B

30

31 ④
 離　 職

年 月 日

令和
 年月日

 ⑬

備 考

10月26日 A

9月26日 ～ 21 日 ～ 21 日 18,000

8月26日 ～ 月 21 日 ～ 21 日 18,000

7月26日 ～ 月 22 日 ～ 22 日 18,000

6月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

5月26日 ～ 月 31 日 ～ 31 日 228,000

4月26日 ～ 月 30 日 ～ 30 日 228,000

3月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

2月26日 ～ 月 28 日 ～ 日

1月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

12月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

11月26日 ～ 月 30 日 ～ 日

10月26日 ～ 月 31 日 ～ 日

～ 月 日 ～ 日

11月25日

1月25日

12月25日

3月25日

2月25日

5月25日 4月26日 5月25日 228,000

4月25日

6月25日 5月26日 6月25日 228,000

7月25日 6月26日 7月25日 228,000

7月26日 8月25日 207,500 225,500

計

日給制に切替

9月25日 8月26日 9月25日 197,000 215,000

離　職　日 離職月 9月26日 離　職　日 197,000 215,000

8月25日

△ 10 25

離　職　の　日　以　前　の　賃　金　支　払　状　況　等 

　⑧　被保険者期間算定対象期間  ⑨
 ⑧の期間
 における
 賃金支払
 基礎日数

 ⑩  ⑪
  ⑩ の
  基 礎
  日 数

 ⑫

A　一 般 被 保 険 者 等 B　短期

雇用特例
被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃　　　金　　　額

離職日の翌日 B
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④
 離　 職

年 月 日

令和
 年月日

 ⑬

備 考

10月21日 A

9月21日 ～ 7 日 ～ 7 日

12月21日 ～
月 18 日

～
18 日

11月21日 ～ 月 20 日 ～ 20 日

10月21日 ～ 月 17 日 ～ 17 日 交通事故による

9月21日 ～ 月 21 日 ～ 21 日

8月21日 ～ 月 18 日 ～ 18 日

7月21日 ～ 月 22 日 ～ 22 日

6月21日 ～ 月 21 日 ～ 日

5月21日 ～ 月 22 日 ～ 日

4月21日 ～ 月 20 日 ～ 日

3月21日 ～ 月 22 日 ～ 日

2月21日 ～ 月 18 日 ～ 日

1月21日 ～ 月 20 日 ～ 日

3月20日

2月20日

5月20日

4月20日

7月20日

6月20日

9月20日 8月21日 9月20日 100,800 賃金支払なし

8月20日 7月21日 8月20日 123,200

10月20日 9月21日 10月20日 117,600

11月20日 10月21日 11月20日 95,200

11月21日 12月20日 112,000

傷病のため欠勤

計

250日間

自.R△.1.18～

1月20日 12月21日 1月20日
100,800 至.R△.9.24の

離　職　日 離職月 9月21日 離　職　日 39,200

12月20日

△ 10 20

離　職　の　日　以　前　の　賃　金　支　払　状　況　等 

　⑧　被保険者期間算定対象期間  ⑨
 ⑧の期間
 における
 賃金支払
 基礎日数

 ⑩  ⑪
  ⑩ の
  基 礎
  日 数

 ⑫

A　一 般 被 保 険 者 等 B　短期

雇用特例
被保険者

賃 金 支 払 対 象 期 間 賃　　　金　　　額

離職日の翌日 B

R○ R△ R○ R△

傷病、出産等により引き続き30日以上
賃金の支払いがなかった場合の記入について
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ38】

⑬欄に
賃金支払いのなかった期間及び日数を記入
し、その事実を証明する書類（医師の診断
書、傷病手当の申請書類等）を添付してく
ださい。育児休業により賃金の支払いがな
かった場合、育児休業給付金の申請をして
いる場合は、証明書類の添付は不要です。

この期間の記入は不要です 

⑧～⑫欄には
全く賃金の支払いの
なかった期間分の
記入は必要ありません

16



休業手当の支払いがあった場合の
離職票の記入について
【雇用保険事務手続きの手引き【第２編】Ｐ39】

詳しくは、事務手続きの手引きを御覧ください
いろいろな例を挙げて、わかりやすく説明しています

⑬欄には
休業日数、休業手当額、
所定休日を記入して
ください

⑫欄には
賃金＋休業手当額を
記入してください

基礎日数欄（⑨欄、⑪欄）には
休業手当の支払われた日数を含めて
記入してください

17



賃金の遡及支給があった場合の記入について
（ 離職日までに決定された賃金 ）

18

遡及して賃金を支払う場合は、遡及分を各月に振り分けて賃金を記載してください。

×誤った記載例 ⇒
支給月にまとめて記載

令和6年4月給与分 5,000円

令和6年5月給与分 5,000円

令和6年6月給与分 5,000円

令和6年7月給与分 5,000円

令和6年8月給与分 5,000円

令和6年9月給与分 5,000円

令和6年10月給与分 5,000円

令和6年11月給与分 5,000円

令和6年12月給与分 5,000円

6月賞与分 10,000円

12月賞与分 10,000円

計 65,000円

12月支給　遡及分給与内訳

○正しい記載例 ⇒
各月に振り分けて記載

※賃金台帳提出する際は遡及分の内訳書を

作成し、提出お願いします。

例）

例）11月に賃金改定に伴う差額支給決定し、
12月給与支払時に4～12月分の遡及分の賃金（65,000円）を支給した場合

離職年月日
令和6年12月31日



離職票の直接交付について
令和7年1月20日から離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサービスが開始されました。

・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること。

・離職者自身が「雇用保険Webサービス」の連携設定を行っていること。

・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと。

対象となる条件

「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポー
タル上直接交付してます」と返信されたら完了

19

処理終了後

※雇用保険Webサービスとは

離職票等の書類をマイナポータル

を通じて取得できるサービスです。



被保険者の確認について

令和８年度の労働保険の年度更新にあたり、被保険者の取得・喪失漏れがないか確

認をお願いします。

現在取得中の被保険者の詳細は、事業所別被保険者台帳一覧により確認できます。

被保険者台帳一覧は書面及びUSBでの交付が可能です。特に、雇用保険被保険者数

が多い場合は、USB利用が便利です。

※被保険者台帳一覧の請求には、「雇用保険適用事業所情報提供請求書」及び「提出

される方の身分を確認できる書類（詳細は請求書裏面参照）」が必要です。

20
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各種帳票のご案内

①雇用保険に関する各種様式については、

ハローワークで配布しているほか、「ハ
ローワークインターネットサービス」か
らダウンロードできます。（離職証明書
などダウンロードできない様式もありま
す）

ハローワークインターネットサービス 帳票一覧 検索

②①に掲載されていない雇用保険関係手続各
種様式については沖縄労働局HPに掲載して
います。

（掲載例）

・兼務役員雇用実態証明書

・同居の親族雇用実態証明書

・在宅勤務雇用実態証明書

・雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂

正・取消願い

・雇用保険被保険者関係書類再交付申請書

・遅延理由書

・雇用保険適用事業所情報提供請求書

沖縄労働局 雇用保険関係手続き様式 検索
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③各種帳票の記入方法等の詳細について
は、厚生労働省のHPにて公開しています
ので、ぜひご活用ください。

雇用保険事務手続きの手引き 検索

沖縄労働局職業安定部・
ハローワーク公式チャンネルをYouTubeへ
掲載しました。

雇用保険（適用）事務手続きの留意事項に
ついて間違いの多い点や注意が必要なポイ
ントを説明していますので、ご覧ください。
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事業主・労働保険事務組合・社会保険労務士のみなさまへお願い

電子申請における入力・操作方法については、ハローワーク及び電子申請センターでは

お答えできません。下記への連絡をお願いいたします。

◆e-Govに関するお問い合わせ 電子政府利用支援センター

電話番号 050-3786-2225 050ビジネスダイヤル ※全国一律通話料金

受付時間 ４月・６月・７月 平日：午前９時～午後７時 土日祝日：午前９時～午後５時

５月・８月～３月 平日：午前９時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く）

ホームページ https://www.e-gov.go.jp/contact

◆GビズIDに関するお問い合わせ GビズID ヘルプデスク

電話番号 0570-023-797

受付時間 午前９時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く）

ホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/

URL

URL
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